国家自主知的財産権の優位性企業推進プロジェクトの実施プラン（草案）

（意見募集用）

2004年から、国家知識産権局では『国家知識産権局による知的財産権の試行拠点・モデル事業についての指導意見』、『全国企業及び事業における知的財産権モデル創出企業・事業単位における創出作業プラン』等の指導性文書を発表しており、全国各地では、「試行拠点による広範な普及・促進、モデル事業による発展の促進と深化」という考え方を基とした全国企業の知的財産権試行拠点・モデル事業が区分別に実施されてきている。試行拠点やモデル創出作業において著しい成果が上げられ、全国企業での知的財産権業務の牽引・促進が図られており、中国企業の知的財産権に関する能力と水準が大幅に向上された。

企業における知的財産権の試行拠点・モデル事業の成果の定着と成長、そして企業のコアコンピタンスのレベルアップのため、国家知識産権局では、国家自主知的財産権優位性企業推進プロジェクトの実施により、自主知的財産権や著名ブランドを保有している優位性企業の育成に注力することを決定した。

一、指導思想と全体目標

科学的発展観を指導理念とし、国家知的財産権戦略の実施およびイノベーション型国家の建設におけるニーズに適合させながら、国家知的財産権戦略の実施上での企業の主体的地位を突出させ、全国における知的財産権試行拠点・モデル創出作業を基とした国家自主知的財産権の優位性企業推進プロジェクトの実施や、知的財産権において優位性の目立つ企業の育成と認定、そして、知的財産権優位性企業に対する支援やサービスの強化により、国家知的財産権戦略の徹底的かつ着実的な実施を全面的に推進する。

国家自主知的財産権の優位性企業推進プロジェクトは、毎年の繰り返し実施を通して5年から10年程度の時間をかけて、全国において自主知的財産権に基づくコアコンピタンスを有する国家レベルの自主知的財産権の優位性企業を育成・認定することで、全国における各業種及び各地域でのリーディング役やモデル事業の役割を果たしてもらう。また、中国企業における知的財産権の創造・運用・保護・管理の能力を全面的に向上させ、企業レベルで国家知的財産権戦略を全面的かつ着実に実現させ、イノベーション型国家の建設の強力な支持と推進を図る。

二、業務原則

1、総合評価、上位認定の原則。知的財産権の創造、運用、保護、管理等の面における総合評価、育成及び認定を強化する。

2、公平、公正、公開の原則。国家知的財産権試行拠点・モデル創出を実施している企業を優先的に選定し、業界でモデル性を持つ企業を優先的に選定する。

3、総量のコントロールと適度なバランスの原則。全体数量をコントロールした上で、業界や地域の事情により、適度なバランスを取りながら、区分別指導と動的管理を実施する。

4、企業の自発的意思と政府の指導・奨励を両立させる原則。自発的に育成・認定に参加する企業に対して、市場のニーズに即した上で、政府が育成・認定作業を積極的に推し進める。

5、国家、地方、社会及び企業の能動性を発揮させ、多面的なWin－Win原則の実現を図る。

三、プロジェクトの主な内容

中央政府における、「保増長、拡内需、調結構（経済成長を維持し、国内需要を拡大、構造を調整する）」」という経済戦略プランの実施を徹底し、金融危機への抵抗における知的財産権のポジティブな役割を十分に発揮させ、国家自主知的財産権の優位性企業推進プロジェクトを実施し、知的財産権における優位性が目立つ企業を育成・認定し、その企業への支援やサービスを強化する。

（一）各地方知識産権局が全国における知的財産権の試行拠点・モデル創出作業を基に、国家知識産権局の要求事項に沿って、自発的に参加する意思を持つ企業の申告を手配する。各地方の知識産権局が、プロジェクト対象になった企業を1年間にわたる査定および整備のための指導・育成を行う。（この段階は審査指導育成期間という）

（二）国家知識産権局は、知的財産権優位性企業の評価基準を策定し、企業の発展状況に応じて適時調整し、科学的で合理的な評価システムを築き上げ、積極的に育成や認定に参加するように企業をリードしていく。プロジェクトの実施を通じて、知的財産事業における「弱点」の特定を支援し、適切な支援策を講じることにより、知的財産権の有効活用を基にした事業拡大と成長を支援する。まだ上場していない企業を優先的に上場するように推薦する。

（三）「国家自主知的財産権優位性企業推進プロジェクト」に取り入れられた企業は、審査指導育成期間および認定有効期間内で、「中国パテントウィーク」、「国家専利技術展示取引センター」等といったプラットフォームを通じて企業の技術、製品とブランドの宣伝を幅広く行うことが可能である。また条件が同等な場合、国や地方の関連優遇策による支持を優先して受けることになる。

（四）国家自主知的財産権優位性企業推進プロジェクトの実施と同時に、各省・区・市での地方レベル知的財産権優位性企業の育成・認定作業の実施を奨励する。今後の国家レベル自主知的財産権優位性企業は、主として地方レベルの知的財産権優位性企業の中から抜擢する。

（五）各省・自治区・直轄市・計画単列市・副省級都市の知識産権局は、本実施プランを基に、自地域の実態に合わせて地方の具体的な実施プランを策定するものとする。条件の完備している地方知識産権局は、関連する部門とともに「国家自主知的財産権優位性企業推進プロジェクト」専用資金を設置することで、資金面の支持力を強化してもよい。そして、知的財産権を担保とした貸付の利息、担保金額等を企業に補給するなど、知的財産権を担保とした貸付の補給用資金を設置するように、地方の金融部門による融資支援のための調整役を務める。

（六）「国家自主知的財産権優位性企業」についての宣伝を強化し、幅広い宣伝や詳細な報道をプランに沿った形で行うようにメディアに働きかけ、「国家自主知的財産権優位性企業」白書並びに関連する宣伝用出版物を編集することなどで、企業のブランド育成に助力していく。

四、組織

（一）国家知識産権局が、「国家自主知的財産権優位性企業推進プロジェクト」の審査や認定、そしてこれに関連するマクロ的管理政策の策定の実施を行う。各省・自治区・直轄市・計画単列市・副省級都市の知識産権局は、自行政区域内の「国家自主知的財産権優位性企業推進プロジェクト」の育成作業並びにこれに関連する具体的な優遇策の策定と実務化作業を実施する。 

（二）国家知識産権局の該当職能部門は、「国家自主知的財産権優位性企業推進プロジェクト」に関する作業の実施指導のための指導グループを構成し、かつ当該作業の具体的な実施にあたる指導グループ弁公室を設置する。

（三）国家知識産権局では、「国家自主知的財産権優位性企業推進プロジェクト」の全国専門家評審委員会を設置し、国家自主知的財産権優位性企業を認定・評審する専門家のデータベースを構築して、政府、学術、企業等分野での専門家に幅広く関与してもらう。また、指導グループ弁公室には専門家評審委員会事務局を設置して、専門家と日常の連絡業務を担当する。

（四）各省・自治区・直轄市・計画単列市・副省級都市の知識産権局は、当該地区の「国家自主知的財産権優位性企業推進プロジェクト」の専門業務機関であり、本弁法に基づいた関連企業の申告の実行、そして予備審査、推薦、育成および認定後の管理実務を担当する。

（五）「国家自主知的財産権優位性企業推進プロジェクト」は年度により区分別に繰り返して推進する。国家知識産権局では、年度業務計画に沿った申告通知の発表、各省・自治区・直轄市・計画単列市・副省級都市の申告数の枠の決定を実施する。

五、申告

「国家自主知的財産権優位性企業推進プロジェクト」は主として、申告・育成・認定の3段階に分けられる。自発的に申告した企業を審査した結果、条件に合致したものは、「国家自主知的財産権優位性企業推進プロジェクト」に取り入れて指導・育成を受ける。1年間の指導・育成期間を経て、評価・検収を合格した場合、国家知識産権局から「国家自主知的財産権優位性企業」称号を受ける。

（一）申告の条件

次に掲げる条件に合致している企業は、国家自主知的財産権優位性企業の申告が可能である。

1、国家レベルの知的財産権試行拠点単位及び知的財産権モデル創出単位である。

2、省・区・市レベルの知的財産権試行拠点単位である。

3、省・自治区・直轄市・計画単列市・副省級都市における知的財産権優位性企業の中に取り入れられた企業である。

4、このほか、自主知的財産権を備えた製品を保有し、知的財産権の関連業務が際立ち、経済収益のよい企業も申告してよい。

各業界・地区のリーディングカンパニー及び省エネ、環境保護分野における企業による申告を奨励する。

（二）申告のプロセス

申告の要件に適合している企業が、所在する省・自治区・直轄市・計画単列市・副省級都市の知識産権局に、次に掲げる申告材料を提出する。

1、「国家自主知的財産権優位性企業」育成申込書

2、企業営業許可証の副本と組織機構コード証（コピー） 

3、企業における知的財産権サマリーレポート

4、知的財産権証書とその他関連する証明資料

5、企業に、知的財産権について優位的な地位を持っていると証明できる資料

上述した資料は一式3通とし、企業の社印を捺印する必要がある。

（三）予備審査

各省・自治区・直轄市・計画単列市・副省級都市の知識産権局では、企業から提出された書面での申告資料について予備審査を実施し、そして「国家自主知的財産権優位性企業推進プロジェクト」指導グループ弁公室に、予備審査を合格した申告事業者を推薦する。

（四）審査と発表

「国家自主知的財産権優位性企業推進プロジェクト」指導グループが申告単位に対する審査を行い、かつ「国家自主知的財産権優位性企業推進プロジェクト」審査指導育成期間に取り入れた企業の名簿を発表する。

六、審査・整備の指導育成期間中の活動

「国家自主知的財産権優位性企業推進プロジェクト」に取り入れられた申告企業は、1年間にわたる審査指導育成を受けなければならない。また、関連する要求事項や基準に従い、国家知識産権局及び地方知識産権局の業務実施を積極的に協力し、知的財産権の創造・運用・保護・管理等から、企業の知的財産権に基づくコアコンピタンスの面的向上を図り、自主知的財産権に優位性を持った製品と産業を育成していく。

地方の知識産権局は、「国家自主知的財産権優位性企業推進プロジェクト」の要求事項に沿って、審査指導育成期間以内の企業について重点を置いた連絡・指導を実施して、企業の知的財産権に関連する事情を適時・全容的に把握した上で、審査指導育成期間内にある企業が受けるべき各種の優遇策の調整・実施徹底を行う。また、育成作業についてはトレーサビリティ管理を実施しながら、適切な改善策を提示する。審査指導育成期間において、国家知識産権局は企業に対する実地査定を実施するワーキンググループを派遣する。

七、認定

1年間をわたる指導育成を受けて、国家知識産権局により実施された評価・認定および専門家による審査・検収の結果、関連の要求事項や要件に適合している企業には、「国家自主知的財産権優位性企業」証書と横額を授与する。

（一）認定基準（具体的なデータは意見募集後に最終決定）

1、直近三年以内、企業の自主知的財産権を備えた製品と役務提供に関する収入(対象製品や役務のコア技術に自主知的財産権を備えること。以下同じ。)が当年度の収入総額を占める割合が80%以上。（データ指標は意見募集後に最終決定、以下同）

2、直近三年以内、企業の自主知的財産権を備えた製品や役務提供に関する収入の毎年の平均増加幅が20%以上であり、かつ当省・市、当業界、当分野の平均水準より5パーセント以上超えている。

3、企業が知的財産権事業に対して持続的かつ安定した資金投下を行う。直近3会計年度で、毎年のイノベーション経費投下額および知的財産権に関連する費用の投下総額が売上収入総額を占める割合は5％以上になっている。

4、直近5年以内の専利出願件数と登録件数が、同業界で上位を占めるほか、特許件数が同年度の出願件数と登録件数に占める割合が50％以上とする。

5、直近5年以内、専利出願件数と登録件数の年平均増加幅が同期の全国平均値より10％以上超えており、かつ特許出願件数および登録件数の年間平均増加幅が20％以上を超えている。

6、直近5年以内の有効な専利件数(専利については専利証書を取得しており、かつ法律状況が有効な状態にあるもの。以下同じ。)は、同業界で上位を占めるほか、発明特許件数は50%以上とする

7、直近5年以内、企業における有効な専利の年間平均増加幅は20％以上であり、有効な発明特許の年間平均増加幅は30％以上であり、かつ当省・市、当業界、当分野の平均水準より5パーセント以上超えている。

8、企業の主要製品は自主的な研究開発ではなく、導入されたものである場合、消化吸収・再イノベーションを実施したうえで、知的財産権を取得しており、同業界で自主知的財産権の優位性を維持していなければならない。

9、企業は専利出願件数を著しく向上させるとともに、異常な専利出願がなく、専利の質の安定した向上を確保している。

10、直近5年以内で行われた知的財産権の育成研修業務において、研修を受けた技術者の人数が技術者全員に占めるパーセンテージ、研修を受けた管理職人数が管理職全員に占めるパーセンテージ、研修を受けた新入社員の人数が新入社員全員に占めるパーセンテージは、全て同業界で上位を占める。

11、社内の組織体制において、知的財産権管理機構が中層機構以上に位置付けられている。

12、知的財産権の専任管理職の人数が従業員全人数に占めるパーセンテージは、同業界で上位を占める。

13、知的財産権の管理制度が整備されており、業務体制が健全なものである。

14、科学的で合理的な知的財産権戦略を有し、確実で作業性のある実施・管理措置を備えている。

15、企業には強い自主イノベーション能力、知的財産権創出力および知的財産権の活用力を持ち、知的財産権制度や規則の活用に長けており、同業界では強い知的財産権の経営管理力を備えている。

16、知的財産権事業は同業界でリーディング水準にあり、業界の規範や産業基準を起案・策定する能力を有し、業界全体の構造調整、転換とレベルアップについて積極的な牽引・促進の役割を果たしている。

17、優れた知的財産権意識を有し、悪意による他者の知的財産権の侵害行為がなく、自社の知的財産権の保護に長けている。権利擁護の意識と能力も高く、同業界で他人による知的財産権の濫用への対応力を備えている。

18、知的財産権の管理力が強く、整備された知的財産権情報管理プラットフォームおよび成熟した知的財産権管理監視システムを構築し、知的財産権管理業務の情報化、知能化を実現している。

19、知的財産権の情報収集、分析、発表とフィードバックに関する業務体制を構築しており、産業内における競争の様態を把握でき、予見性のある知的財産戦略配置やアラート・分析の能力を備えている。 

20、多層化した知的財産人材育成研修システムを構築しており、質の高い知的財産権人才を備え、企業の知的財産実務や専門の技術的背景を熟知する多才型の中層管理職を保有するほか、知的財産権に関して国際的な視野を持ち、国際・国内における知的財産権規則に精通している「専門家型」トップ人材も保有している。 

（二） 認定プロセス

1、企業による申請

審査指導育成期間の経過後、企業は所在する省・自治区・直轄市・計画単列市・副省級都市の知識産権局に次のような資料を提出して、審査・認定の申請を行う。

（1）「国家自主知的財産権優位性企業」認定申込書

（2）審査指導育成期間以内の知的財産権事業の報告書

（3）知的財産権証書およびその他関連する証明資料

（4）資格を有する仲介機構により証明された直近3会計年度の財務諸表（貸借対照表、損益計算書、キャッシュフローを含む）およびイノベーション経費や知的財産権業務費用、自主知的財産権を備えた製品及びサービス提供に関する収入状況が分かる報告書

（5）知的財産権の優位性地位を備えていることを証明できるその他の資料

上述した資料は一式3通とし、企業の社印を捺印する必要がある。

2、審査・検収

各省・自治区・直轄市・計画単列市・副省級都市の知識産権局は、申告した企業について実地審査・検収を実施し、審査意見を提出した上で、合格した企業を国家知識産権局に推薦する。

3、専門家による評議・審査

指導グループ弁公室が、専門家データベースの中から専門家を抽出し、企業が提出した申請資料および審査の推薦意見を基に、申告単位に対して評議・審査を行い、認定意見の提出を実施してもらう。

4、認定・公示

国家知識産権局が専門家による評議・審査意見に基づいて、申告単位について認定を行い、作成した認定名簿を稼働日15日間公示した後でも異議のない場合、正式な認定結果を公告する。そして申告単位に、統一に印刷された「国家自主知的財産権優位性企業」証書と横額を授ける。

「国家自主知的財産権優位性企業」証書と横額の有効期間は3年とする。期間満了の2ヶ月以内に、再度申告を提出することが可能である。申告手続きは本プランの認定プロセスを参照する。再度申告を提出しない、或いは審査に合格しなかった場合、証書と横額の期間満了日になると自動的に失効する。

八、宣伝とブランドの育成・維持

「国家自主知的財産権優位性企業」についての宣伝やブランドの育成・維持事業を強化する。企業の自主知的財産権によるコアコンピタンスの育成・形成といった目標を中心に、市場からトレンドを見出し、リーディング産業に重点を置きながら、「自主知的財産権優位性」ブランドの宣伝、育成、管理、維持のための体制を構築し、整備していく。認定後の三年間の有効期間以内、「国家自主知的財産権優位性企業」の各種基準データは認定前の平均水準より低下してはならない。

企業を主体とし、政府が推進役、社会全体で支持するといった業務体制を築き上げ、「自主知的財産権優位性」ブランドの積極的な宣伝、育成、維持を実施するように企業をリードし、技術性が高く、市場シェアの高い「自主知的財産権優位性」ブランド製品の集中育成により、「自主知的財産権優位性」ブランドの効果を大きく発揮させて、企業の管理力のレベルアップ、製品品質のステージアップ、産業規模の拡大化、地方の経済総額の成長化を促進し、自主知的財産権に基づくコアコンピタンスを備える製品や産業を育成・形成していく。

九、監督・管理

（一）申告した企業が「国家自主知識産区優位性企業推進プロジェクト」に取り入れられた後、各省・自治区・直轄市・計画単列市・副省級都市の知識産権局は、一年間の審査指導育成期間以内に、定期的な業務監査を実施することにより、プロジェクトの実施状態を把握し、計画に沿った安定進捗を指導し、審査指導育成期間内の各種優遇策の徹底化及び検査、企業に対する援助・支持力の強化を図る。

（二）申告した企業が「国家自主知的財産権優位性企業」として認定を受けた後の3年間の有効期間以内、各省・自治区・直轄市・計画単列市・副省級都市の知識産権局は、本地域の実態に合わせた「国家自主知識産区優位性企業」の年度審査を実施する。不適合な企業に対して適時に改善意見を提示するものとする。

（三）国家知識産権局は関連部門を招集して、一部の省・市を対象とした支援政策の実施状況を検査してもらうほか、定期的に企業を調査研究することにより、「国家自主知的財産権優位性企業推進プロジェクト」の具体的な効果を把握させる。

（四）認定を受けた国家自主知的財産権優位性企業で、次に掲げる状況のいずれかがある場合、その資格を抹消する。

1、認定プロセスで虚偽資料を提供した場合

2、重大な知的財産権侵害事件が発生し、司法機関による処罰を受けた場合

3、安全、品質、環境保護等の面において違法・違反行為があり、関連部門による処罰を受けた場合 

（五）各省・自治区・直轄市・計画単列市・副省級都市の知識産権局は本プランに基づいて具体的な施策を策定し、地方における支持政策・措置の実務化を図るとともに、国家知識産権局に届け出なければならない。
（了）
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